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人的資本経営時代に期待される労働組合の役割 

～全ての労使協議の大前提は幅広い組合員の結集～ 

総合調査部 主席研究員 加藤 大典 

 

1. 2 年連続 5％台の賃上げ実現における「労使コミュニケーション」の重要性 

日本労働組合総連合会（以下、連合）は、2025 年 5 月 28 日、2025 春闘の 4 月末ま

での取組状況を「中間まとめ」として取りまとめた。今後 7 月 17 日に最終の「まと

め」を行い、次の 2026 春闘の方針策定の議論などに結びつけていく予定である。 

「中間まとめ」では、企業の持続的成長と日本全体の生産性向上につながる「人へ

の投資」の重要性について、中長期的視点で粘り強く交渉した結果、「新たなステー

ジの定着に向け前進した」と評価している。また、賃上げ実現の主な要因を、マクロ

視点で 4 つ挙げるとともに（資料 1）、春闘を客観的に評価する第三者委員会を設置

するとしている。 

 

資料 1 連合が挙げる賃上げ実現の主な要因 

 
（出所）連合「2025 春季生活闘争 中間まとめ～評価と課題～」（2025 年 5 月 28 日）（https://www.jtuc-

rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2025/houshin/data/matome20250528.pdf?4535）より第一生命経済研究

所作成 

 

筆者は、連合が「春闘における外部環境である経済情勢を踏まえ、連合に結集する

労働組合（注 1）が社会への働きかけも含め運動を展開し、その後押しを受けて、個

別の労働組合が企業との間で積み重ねてきた労使のコミュニケーションを通じて賃上

げを実現した」と整理しているものと理解している。 

 

2. 正社員以外に門戸が狭い労働組合の一方で、精力的に意見集約する経営側 

「物価の高止まり」、「人手不足」といった経済情勢や、「賃上げと適正な価格転嫁

の必要性の社会的機運の醸成」といった社会情勢は共通でも、経営状況や従業員の賃金、

• 物価高止まりの中、物価を上回る賃上げへの期待が大
• 多くの産業・企業で一段の人手不足

経済情勢

• 政労使の意見交換などを通じた、賃上げと適正な価格転嫁の必要性に関する社
会的機運の醸成

• 産業間や企業規模、雇用形態間などの、格差に関する注目度の高まり
社会情勢

• 「未来づくり春闘」の積み重ねによる、経済団体や中小企業団体との問題意識の
共有の深化

• 企業労使間における「人への投資」や継続的な賃上げの必要性の認識の深化

労使の
コミュニケーション

• 積極的な賃上げ要求（2024要求集計：全体 5.85％、中小 5.97％→2025 要求集
計：全体 6.09％、中小 6.57％）と、粘り強い交渉

• 「みんなでつくろう！賃上げがあたりまえの社会」のスローガンを掲げ、アピール
行動と積極的な情報発信を全国で展開し、賃上げの社会的機運の醸成や労働組
合のない企業などへの波及にも努力

運動面

https://www.dlri.co.jp/
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福利厚生、エンゲージメント高く働けているかどうかといったことは、各企業で異なる。

したがって、個別企業における労働条件や労働環境などの適切な最終決定は、労使が対

等な立場で誠実かつ建設的にコミュニケーションできるかどうかにかかっている。 

憲法 28条は労働者に「団結権」や「団体交渉権」を保障している（注 2）が、社会全

体で見ると、雇用者数が漸増する一方で労働組合員数は漸減し、2024年 6月 30日時点

で、労働組合員数は 991万 2千人、推定組織率は 16.1％となっている（資料 2）。労働

組合全体として、雇用者の声を十分に集められているとは言い難く、労使コミュニケー

ションの前提が危うくなっており、組合員の増加は喫緊の課題である。 

 

資料 2 雇用者数、労働組合員数、推定組織率の推移 

 
（注）推定組織率とは、雇用者数に占める労働組合員数の割合のこと。調査で得られた労働組合員数を「労働

力調査」の雇用者数（6 月分の原数値）で除して計算している。 

（出所）厚生労働省「令和 6 年労働組合基礎調査の概況」（2024 年 12 月 18 日）

（https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/24/dl/gaikyou.pdf）より第一生命経済研究所作成 

 

この点に関して、厚生労働省の 2023 年の調査によると、事業所に正社員（注 3）以外

の労働者がいる労働組合において、「組合加入資格がない」割合は、「パートタイム労

働者」58.6％、「有期契約労働者」55.9％、「嘱託労働者」61.1％、「派遣労働者」92.4％

となっている（資料 3）。正社員以外に組合員の範囲を拡大しうる労働組合の半数以上

が、正社員以外の労働者を、組合員の加入対象にすらしていない。 

一方で経営側は、財務資本のオーナーである投資家との対話を重視するのと同様に、

人的資本の主体である従業員との対話を重視してきている。対面での 1on1 ミーティ

ングやタウンホールミーティングのほか、オンラインツールを活用したエンゲージメ

ント調査を行うなど、従業員の声を聴く機会を増やし経営改善に活かしている。従来、

労働組合が得意・強みとしていた従業員の声の集約を経営自らが精力的に取り組み、

労働組合のお株を奪いつつある。 

https://www.dlri.co.jp/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/24/dl/gaikyou.pdf
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資料 3 正社員以外の労働者の組合加入資格の有無と組合員の有無別割合 

 

（出所）厚生労働省「令和 5 年労働組合活動等に関する実態調査の概況」（2024 年 6 月 26 日）

（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-r05gaiyou06.pdf）より抜粋 

 

3. 労働組合の自己変革による人的資本経営の深化への貢献 

「個々の従業員の本音を引き出し、集約して代弁する」という労働組合の本分からす

れば、「人的資本経営」、すなわち人材の価値を最大限に引き出して中長期的な企業価

値向上につなげる経営の進展は、労働組合にとって存在意義を示す絶好の機会である。 

従業員は、会社に直接は言いづらい労働条件や職場環境、業務上の改善点気付きなど

についても、労働組合には人事評価への影響などを心配せずに本音を伝えることができ

る。つまり、労働組合は、さまざまな立場の組合員に丁寧に接すれば接するほど、労働

組合だからこその、経営側では得にくい貴重な情報を集約することができ、春闘をはじ

めとした経営側とのさまざまな協議に活かすことができる。そのためには、労働組合と

して、組合員範囲の拡大、組合員数の増加、情報伝達や意見集約のためのオンラインツ

ールの積極的活用など、組織や活動の在り方を変革させることが必要である。 

一方で経営側にしてみれば、人的資本の主体であり、企業の実情をよく知る従業員の

本音を集約できる労働組合であれば、人的資本経営を実践する上での社内の重要なステ

ークホルダーに位置づけ、対話を望むだろう。そして、健全な労使コミュニケーション

の実態を適切に情報開示し、投資家などの外部ステークホルダーからの評価向上にもつ

なげようとするのではなかろうか（注 4）。 

筆者は、産業別と企業別労働組合の専従役員であった。組合員の幸せの実現は、企業

の発展と共にある。各労働組合には「人的資本経営における経営のパートナー」として

の役割発揮を期待したい。 

以 上

（単位：％）

2)

パ ー ト タ イ ム 労 働 者 [ 60.8] 100.0 40.7 33.0 6.9 58.6

有 期 契 約 労 働 者 [ 56.0] 100.0 42.5 34.3 7.4 55.9

嘱 託 労 働 者 [ 62.2] 100.0 37.9 31.1 6.1 61.1

派 遣 労 働 者 [ 52.5] 100.0 7.0 2.6 4.3 92.4

パ ー ト タ イ ム 労 働 者 [ 65.3] 100.0 42.0 34.5 7.3 57.7

有 期 契 約 労 働 者 [ 60.5] 100.0 40.9 32.4 7.9 58.7

嘱 託 労 働 者 [ 71.8] 100.0 38.2 30.4 7.2 61.3

派 遣 労 働 者 [ 57.1] 100.0 5.0 0.9 4.0 94.7

注：[　] 内は、事業所に該当する正社員以外の労働者がいる労働組合の割合である。

　　1)　組合加入資格の有無「不明」を含む。

　　2)　組合員の有無「不明」を含む。

令 和 ５ 年 調 査

令 和 ４ 年 調 査

区　分

事業所に該当
労働者がいる

計

組 合 加 入 資 格 の 有 無

組合加入資格が
ある

組合加入資格が
ない

組 合 員 の 有 無

組合員がいる 組合員はいない1)

https://www.dlri.co.jp/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-r05gaiyou06.pdf
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【注釈】 

1) 本稿において労働組合とは、特に説明をしていない限り、企業別労働組合を指して

いる。 

2) 憲法 28 条は、団結権（労働者が雇う側と対等な立場で話し合うために労働組合を

作る権利。また労働組合に加入できる権利）、団体交渉権（労働組合が雇う側と労

働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利）以外に、団体行

動権（労働条件改善のため、仕事をしないで団体で抗議する権利。いわゆるストラ

イキ権）も認めている。団結権、団体交渉権、団体行動権の 3 つをまとめて労働三

権という。 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/about_rengo/toall/right.html 

3) ここで正社員とは、事業所において正社員・正職員とする者をいう。 

4) 2022 年 8 月に、内閣官房が有価証券報告書や統合報告書、サステナビリティレポ

ートなどを作成する際に活用されることを企図して、「人的資本可視化指針」を公

表している。 

https://www.cas.go.jp/jp/houdou/20220830jintekisihon.html 

指針の P28 には、開示事項の例として、7 分野 19 項目のイメージが掲載されてい

るが、労働慣行の一項目として「組合との関係」が挙げられている。 

 

【人的資本可視化指針 P28 からの抜粋】 

 

 

 

 

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経

済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通し

は予告なく変更されることがあります。 
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